
が
あ
る
人

宛
先
　
〒
３
７
２

−

８
５
０
１
　

（
住
所
不
要
）　
市
役
所
高
齢
政
策

課
、

（25）
１
４
０
０
、

f-kour
ei@

city.isesaki.lg.jp
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福

祉
手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す

障
害
福
祉
課（
☎

（27）
２
７
５
３
）

　
自
宅
で
生
活
を
送
る
重
度
障
害

者（
児
）を
支
援
す
る
た
め
、
次
の

手
当
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
障
害

福
祉
課
・
各
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス

課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

支
給
に
は
障
害
の
程
度
や
所
得
な

ど
に
条
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
身
体
障
害
者
手
帳
・
精
神
障
害

要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
な
い
65

歳
以
上
の
人

参
加
料
　
無
料

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
　
研
修

会
の
前
日
ま
で
に
介
護
保
険
被
保

険
者
証
を
持
っ
て
社
会
福
祉
協
議

会（
上
泉
町
、
☎

（27）
５
９
７
４
）

男
女
共
同
参
画
セ
ミ
ナ
ー

人
権
課（
☎

（27）
２
７
３
０
）

期
日
　
令
和
６
年
１
月
29
日（
月
）

時
間
　
午
前
10
時
～
11
時
30
分

会
場
　
市
役
所
東
館
５
階
第
４
会

議
室

対
象
　
市
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤・

在
学
の
人

市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画（
素

案
）パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手

続
高
齢
政
策
課（
☎

（27）
２
７
５
２
）

　
第
９
期
伊
勢
崎
市
高
齢
者
保
健

福
祉
計
画（
素
案
）を
作
成
し
ま
し

た
。
こ
の
計
画（
素
案
）に
つ
い
て
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
を
行

い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
意
見
を
聞
か

せ
て
く
だ
さ
い
。

【
意
見
の
提
出
方
法
】

　
所
定
の
様
式
に
住
所
・
氏
名
・

意
見
と
そ
の
理
由
を
記
入
の
上
、

直
接
ま
た
は
郵
送
・
フ
ァ
ク
ス
・

メ
ー
ル
で
高
齢
政
策
課
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
資
料
と
所
定
の
様
式
は
、
高
齢

政
策
課
、
市
民
情
報
コ
ー
ナ
ー（
市

役
所
・
各
支
所
）に
あ
り
ま
す
。

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
も
で
き
ま
す

期
間
　
12
月
25
日（
月
）か
ら
令
和

６
年
１
月
23
日（
火
）ま
で（
必
着
）

対
象
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人

●
市
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤
・
在

学
の
人

●
市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
が
あ

る
個
人
・
法
人
・
団
体

●
本
市
に
納
税
義
務
が
あ
る
人

●
こ
の
計
画（
素
案
）に
利
害
関
係

高
齢
者
介
護
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
基
本
研
修
会

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎

（27）
２
７
４
５
）

　
市
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を

通
じ
た
高
齢
者
の
社
会
参
加
や
介

護
予
防
を
支
援
し
て
い
ま
す
。
市

が
指
定
す
る
介
護
保
険
施
設
な
ど

で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
す
る
と
、

交
付
金
に
換
え
ら
れ
る
ポ
イ
ン
ト

が
付
与
さ
れ
ま
す
。
こ
の
事
業
に

参
加
す
る
人
は
研
修
会
に
参
加
し

て
く
だ
さ
い
。

期
日
　
令
和
６
年
１
月
22
日（
月
）

時
間
　
午
前
10
時
～
正
午

会
場
　
社
会
福
祉
協
議
会（
上
泉

町
）

対
象
　
市
内
に
在
住
で
、
要
介
護・

者
保
健
福
祉
手
帳
・
療
育
手
帳
を

持
っ
て
い
な
い
人
で
も
該
当
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す

【
特
別
障
害
者
手
当
】

対
象
　
自
宅
で
生
活
し
、
障
害
が

著
し
く
重
度
の
状
態
に
あ
り
、
日

常
生
活
で
常
時
特
別
な
介
護
を
必

要
と
す
る
20
歳
以
上
の
人

※
社
会
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い

る
人
や
、
病
院
に
３
カ
月
以
上
入

院
し
て
い
る
人
は
除
き
ま
す

支
給
月
額
　
２
万
７
９
８
０
円

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

対
象
　
自
宅
で
生
活
し
、
日
常
生

活
で
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
20

歳
未
満
の
人

※
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
給
付

を
受
け
て
い
る
人
や
、
社
会
福
祉

施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
は
除
き

ま
す

支
給
月
額
　
１
万
５
２
２
０
円

※
特
別
児
童
扶
養
手
当
と
併
せ
て

受
給
で
き
ま
す

歳
末
特
別
警
戒
を
行
い
ま
す

消
防
本
部
総
務
課（
☎

（25）
３
５
１
１
）

　
年
末
の
火
災
予
防
と
特
別
警
戒

の
た
め
、
市
消
防
団
が
、
全
分
団

の
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
45
台
で
広

報
活
動
を
行
い
ま
す
。

　
各
家
庭
で
も
、
家
の
周
囲
に
は

燃
え
や
す
い
物
を
置
か
な
い
な
ど

の
整
理
整
頓
に
努
め
、
火
災
を
予

防
し
ま
し
ょ
う
。

期
間
　
12
月
28
日（
木
）か
ら
30
日

（
土
）ま
で

定
員
　
20
人
程
度（
先
着
順
）

演
題
　
私
た
ち
の
チ
ャ
レ
ン
ジ

講
師
　
橋
詰
純
一
さ
ん
・
橋
詰
京

子
さ
ん（
夢
座
家
経
営
者
）

参
加
料
　
無
料

申
し
込
み
　
12
月
25
日（
月
）か
ら

令
和
６
年
１
月
24
日（
水
）ま
で
に

電
話
ま
た
は
氏
名
・
電
話
番
号
を

記
入
の
上
、
郵
送
・
フ
ァ
ク
ス
・

メ
ー
ル
で
人
権
課
へ

宛
先
　
〒
３
７
２

−

８
５
０
１

（
住
所
不
要
）　
市
役
所
人
権
課
、 

 

（23）
９
８
０
０
、

jinken@
cit

y.isesaki.lg.jp

無
料
空
き
家
相
談
会

住
宅
課（
☎

（27）
２
７
９
７
）

　
空
き
家
の
売
買
や
賃
貸
・
手
続

き
、
そ
の
他
空
き
家
に
関
す
る
相

談
に
宅
地
建
物
取
引
士
と
行
政
書

士
が
無
料
で
応
じ
ま
す
。

期
日
　
令
和
６
年
１
月
12
日（
金
）

時
間
　

●
午
前
10
時
～
正
午

●
午
後
１
時
～
３
時

会
場
　
あ
ず
ま
支
所

定
員
　
各
５
人
程
度（
先
着
順
）

申
し
込
み
　
12
月
25
日（
月
）か
ら

令
和
６
年
１
月
11
日（
木
）ま
で
に

電
話
で
住
宅
課
へ

※
定
員
に
満
た
な
い
場
合
は
当
日

の
参
加
も
受
け
付
け
ま
す

青
少
年
お
悩
み
面
接
相
談
会

青
少
年
指
導
セ
ン
タ
ー

（
☎

（27）
８
０
９
０
）

　
学
校
や
友
人
関
係
の
悩
み
な
ど

の
相
談
に
、
青
少
年
相
談
員
が
無

料
で
応
じ
ま
す
。

※
相
談
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
メ

ー
ル
フ
ォ
ー

ム
か
ら
も
随

時
受
け
付
け

て
い
ま
す

期
間
　
令
和
６
年
１
月
５
日（
金
）

か
ら
18
日（
木
）ま
で

※
土
・
日
・
祝
日
は
除
き
ま
す

時
間
　
午
後
１
時
～
５
時

会
場
　
青
少
年
指
導
セ
ン
タ
ー（
絣

の
郷
内
）

対
象
　
本
人
ま
た
は
そ
の
家
族

申
し
込
み
　
事
前
に
電
話
で
青
少

年
指
導
セ
ン
タ
ー
へ

税
理
士
会
無
料
相
談
会

市
民
税
課（
☎

（27）
２
７
１
７
）

　
税
理
士
会
伊
勢
崎
支
部
の
税
理

士
が
個
別
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

※
地
方
税
の
相
談
は
除
き
ま
す

期
日
　
令
和
６
年
１
月
９
日（
火
）

時
間
　
午
後
２
時
～
４
時

会
場
　
市
役
所
本
館
３
階
相
談
室

対
象
　
市
内
に
在
住
の
人

定
員
　
６
人（
先
着
順
）

申
し
込
み
　
令
和
６
年
１
月
４
日

（
木
）午
前
９
時
か
ら
電
話
で
市
民

税
課
へ

　次の２つの条例案などについてのパブリック
コメント手続の結果を、担当課、市民情報コー
ナー（市役所・各支所）、市ホームページで公表
しています。

パブリックコメント手続の
結果を公表しています

　脱炭素化の実現に向けて、民間事業者と連携協
定を２件締結しました。
　専門的な知見を有する民間事業者との連携によ
り、市の地球温暖化対策に関する取り組みをより
一層推進していきます。
問い合わせ　環境政策課（☎27−2733）

●伊勢崎ガス株式会社および株式会社I
インペックス

NPEX

●かんとうY
ヤ ワ ラ ギ

AWARAGIエネルギー株式会社

脱炭素化の実現に向けた
連携協定を締結しました

▲メールフ
ォームはこ
ちら

岡部 かつさん（曲輪町）

森田 芳子さん（宗高町）

小林 澄子さん（安堀町）

岩崎 敏さん（波志江町）

横尾 きみ江さん（波志江町）

　本年10月、11月に100歳を迎えられた人を紹介
します。100歳を迎えられた皆さん、そしてご家
族の皆さんに、心からお祝いを申し上げます。こ
れからも健やかにお過ごしください。
問い合わせ　高齢政策課（☎27−2752）

ラジオとテレビで市の情報を発信
【いせさきFM（周波数：7

ナナロック

6.9MHz）】
番組名　伊勢崎市からのお知らせ『くわまるラジオ』
放送日　毎週月～金曜日
時間　午前７時54分～、午後１時25分～、午後５時50分～ 
　（各5分）

【群馬テレビ データ放送】
　テレビのチャンネルを群馬テレビに合わせて、リモコン
のｄボタンを押して操作してください。
問い合わせ　広報課（☎27−2711）

◀
協
定
を
締
結
し
た
伊
勢
崎
ガ
ス
㈱

の
田
島
代
表
取
締
役（
右
）お
よ
び
㈱

Ｉ
Ｎ
Ｐ
Ｅ
Ｘ
の
三
浦
常
務
執
行
役
員

（
左
）と
臂
市
長（
中
央
）

◀
協
定
を
締
結
し
た
か
ん
と
う
Ｙ
Ａ

Ｗ
Ａ
Ｒ
Ａ
Ｇ
Ｉ
エ
ネ
ル
ギ
ー
㈱
の
三

村
代
表
取
締
役
社
長（
左
）と
臂
市
長

（
右
）

広報いせさき　No.45615 2023年（令和5年）12月16日号 14

情報掲示板

（仮称）伊勢崎市犯罪被害者等支援条例（案）
問い合わせ（担当課）　人権課（☎27−2730）

伊勢崎市開発審査会提案基準に関する提案基
準制定（案）
問い合わせ（担当課）　建築指導課（☎27−27
　92）

2023年12月１日現在
●人口 212,290人（前月比－52）　●世帯数 95,556戸（前月比+99）
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https://www.city.isesaki.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/11

